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議

会

青
森
県
議
会
告
示
第
一
号

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
議
会
議
長

西

谷

洌

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
三
年
三
月
青
森
県
議
会
告
示
第
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程

第
一
条
中

｢

青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例｣

を

｢

青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に

関
す
る
条
例｣

に
、

｢

、
政
務
調
査
費｣

を

｢

、
政
務
活
動
費｣

に
改
め
る
。

第
二
条
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

政
務
調
査
費｣

を

｢

政
務
活
動
費｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま

で
の
規
定
中

｢

別
表｣

を

｢

条
例
別
表｣

に
、

｢

使
途
の
項
目｣

を

｢

経
費｣

に
改
め
、
同
条
を
第

二
条
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

第
十
二
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
一
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と

す
る
。

別
表
を
削
る
。

第
一
号
様
式
中

｢第
３
条
｣

を

｢第
２
条
｣

に
、

｢政
務
調
査
費
｣

を

｢政
務
活
動
費
｣

に
、

｢項
目
｣

を

｢経
費
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
二
号
様
式
中

｢第
３
条
｣

を

｢第
２
条
｣

に
、

｢使
途
項
目
｣

を

｢経
費
｣

に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
中

｢第
３
条
｣

を

｢第
２
条
｣

に
、

｢使
途
項
目
｣

を

｢経
費
｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。
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第
四
号
様
式
中

｢第
３
条
｣

を

｢第
２
条
｣

に
、

｢使
途
項
目
｣

を

｢経
費
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

｢第
４
条
｣

を

｢第
３
条
｣

に
、

｢青
森
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例

第
12条
第
２
項
｣

を

｢青
森
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
第
11条
第
２
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
告
示
第
二
号

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
二
十
七
日

青
森
県
議
会
議
長

西

谷

洌

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
議
会
図
書
室
規
程

(

平
成
四
年
七
月
青
森
県
議
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

第
百
条
第
十
八
項｣

を

｢

第
百
条
第
十
九
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


